
１．本年度設置分の申請スケジュール

・R8年2月26日までに実績報告するものが対象（3月1日以降は補助対象外です）。
・令和8年度中に設置したものは上記の期間で完了するようにしてください。
・令和9年度事業は国交付金手続完了後の6月頃から開始していく予定です。
・事業は令和9年度までの予定です。

２．余剰電力の売電先について
・国交付金の要件として、発電した再エネは黒潮町内で消費する必要があります。
 現在、黒潮町内に限って供給できる事業者が限られています。
・下記担当には、当補助の要件で売電契約の連絡があることは事前に伝えています。
・金額含む契約内容含めて、直接お問い合わせをお願いします。

 お問合せ先：株式会社アドバンテック 担当：三好（みよし）
 電話：080-2852-5883 メール：t.miyoshi@advantec-japan.co.jp
【取次店】
 法 人 名：くろしおエナジー株式会社
 住   所：高知県幡多郡黒潮町伊田565
 代表取締役：大西 勝也
【小売事業者】
 法 人 名：株式会社アドバンテック
 住   所：東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館25階
 代表取締役：水野 裕太郎
 適格事業者番号：T9500001008867  小売事業者番号：4077 小売登録番号：A0197
 需要BGコード：LA218  需要BG名称：アドバンテック需要四国
 事業者コード：40778  系統コード：8N6N1

・環境省が構築しているもので、インターネットで簡易に診断できるサービスです。
 簡易な回答であれば数分で完了します。また、詳細な回答で精度が高まります。
 黒潮町役場環境政策室（TEL0880-43-2119）にご連絡いただければ、

黒潮町太陽光発電設備等設置補助金の注意事項

R8.6.10 R9.2.26 R9.4.1 R9.6月頃

３．うちエコ診断WEBサービス

・R8年6月10日以降に申請し、交付決定後、着手するものが対象（交付決定前に着手すると
補助対象外です）。

申請及び実績報告期間 申請できない期間 次年度開始予定

mailto:t.miyoshi@advantec-japan.co.jp


 訪問員が日程調整の上、診断にお伺いすることもできます。

①以下のインターネットサイトへ接続（Google検索等でも出てきます）
 ↓ https://webapp.uchieco-shindan.jp/
②ポリシーに同意後、「自己診断スタート」クリック
 ↓
③光熱費の設問に回答し、「平均と比べる」クリック
 ↓
④「（後半）機器の使い方に進む」クリック
 ↓
⑤機器の使い方の設問に回答し、「おすすめの対策を見る」クリック
 ↓
⑥おすすめ対策のうち、取り組めるものの「取り組みたい」クリック
 ↓
⑦「結果を表示する」クリック
 ↓
⑧「レポートを印刷する」クリック
 ↓
⑨診断の結果が表示されるので印刷または画像保存して完了
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